
  

暴力団員等による不当介入を受けた場合の取扱特記事項 

   

   １ 乙が、本契約の履行において、暴力団員、暴力団準構成員及び暴力団関係業者 （以

下「暴力団員等」という。）による不当要求及び不当妨害（以下「不当介入」とい

う。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時

点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 

   

２ 上記１に掲げる規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合に

は、速やかにその内容を書面により甲に通報すること。 

 

３ 本契約において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより、履行に遅れが

生じるなどの被害が発生した場合には、乙は、甲と協議を行うこと。 


